
0

238,337 179,596

288,033 170,702

266,146 124,773

0

1,276,618 967,766

0

0

1,218 73 455

495,436 7,218 495 1,848

169

1,211 222 456

106,253 1,831 1 0

101,439 1,644 0

487 2 0

87,740 2,274 0 527

269 0 181

0 1 0

18ホールを
超えるもの

1,200 円

1,100円以上1,200円未満

1,000円以上1,100円未満

800 円 超 1,000 円 未 満

600 円 以 上 800 円 未 満

小 計

800 円

400 円 以 上 600 円 未 満

0

0 7 0

0 9 0

0 6 0

0 5

法第75条の
3第2号に該
当 す る 者

⑥

32,147

215,844

95,844

59,221 846 253

199 768

1,788,440

1,203

4,297

1,028

761

2,576

1,278

6,825

84,351

375,509

利 用 人 員
①

（ 人 ）

1,909

405

277,719

796,000

393,861

392,394

非 課 税 利 用 人 員 （ 人 ）

1,182 107,549

1,314

区 分 税 率

列 番 号 (1)

施設数行 番 号

（６） （７）（５）（２）

6 8

地方公共団体コード 表番号 ５　ゴルフ場利用税に関する調

2

法第75条の
2第3号に該
当 す る 者

④

法第75条の
3第1号に該
当 す る 者

⑤

3 0 0 0 6

4

400 円 未 満 0 8 0

0 2 0 4

0 4 0 2

0 3

1,100円以上1,200円未満 1 1 0 11

13

18 ホ ー ル

1,200 円 1 0

1,000円以上1,100円未満 1 2

3

0

0

6

600 円 以 上 800 円 未 満 1 5 0 8

1 7 0

0800 円 超 1,000 円 未 満 1

400 円 以 上 600 円 未 満 1 6 0

800 円 1 4 0

0 3

8 348,957

ゴ

ル

フ

場

法第75条の
2第1号に該
当 す る 者

②

法第75条の
2第2号に該
当 す る 者

③

233,437

109,369

320,985

40

132,209 780 36,736

小 計 1 8 0

7

400 円 未 満

（３） （４）

3,876 255 1,593

885

（８）

法附則第12
条の2に該
当 す る 者

⑦

0

0

0

0

0

0

0

0

（９） （10）

差引利用人員
①-(②+③+④

+⑤+⑥+⑦)
（ 人 ）

調 定 額
（ 千 円 ）

0

170,323 184,117

0

76,328 71,890

94,243 74,056

229,241 142,226

0

0

570,135 472,289

0

293,241 319,157

0

190,861 173,538

（11）

⑦に係る非課税
措 置 適 用 額
（ 千 円 ）

0

0

7 81

129 16 25 32 40 47 54 61 7768 86 94
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11,310 719,667 11,204 750 3,441

0 0 0

0

小 計 2 8

2 9

0

0 1

0 55

300 円 未 満 2 7

19,328 97 6,216 66

2,618,471

400 円 以 上 500 円 未 満 2 5 0

300 円 以 上 400 円 未 満 2 6 0

1 19,328 97 6,216

91 2,171

66 0 0

500 円 以 上 2 4 0

小 計 2 3 0 44 0 01 14,703

300 円 未 満 2 2 0

300 円 以 上 400 円 未 満 2 1 0

0 02,171 44400 円 以 上 500 円 未 満 2 0 0 1 14,703 91

500 円 以 上 1 9 0

（６） （７）

行 番 号 施設数
利 用 人 員

①
（ 人 ）

法第75条の
2第1号に該
当 す る 者

②

法第75条の
3第1号に該
当 す る 者

⑤

法第75条の
3第2号に該
当 す る 者

⑥

非 課 税 利 用 人 員 （ 人 ）

（８）

法附則第12
条の2に該
当 す る 者

⑦

区 分 税 率

列 番 号 (1) （２） （３） （４）

法第75条の
2第2号に該
当 す る 者

③

法第75条の
2第3号に該
当 す る 者

④

（５）

2 3 0 0 0 6 8 6

地方公共団体コード 表番号 ５　ゴルフ場利用税に関する調

ゴ

ル

フ

場

18ホール未満
9 ホ ー ル を
超 え る も の

9 ホ ー ル

計

0

0

0

（９） （10）

差引利用人員
①-(②+③+④

+⑤+⑥+⑦)
（ 人 ）

調 定 額
（ 千 円 ）

0

12,397 4,958

0

0

12,949 5,179

1,872,099 1,450,192

0

12,397 4,958

0

12,949 5,179

0

0

0

（11）

⑦に係る非課税
措 置 適 用 額
（ 千 円 ）

0

7 81

129 16 25 32 40 47 54 61 7768 86 94
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